
 

  

令和３年度第２回千葉市社会福祉審議会 社会福祉法人・施設専門分科会 

議事要旨 

 

 
１ 日 時  令和４年２月３日（木） ９：５９～１２：０７ 

        

２ 場 所  千葉市役所 市議会棟３階 第３委員会室 

 

３ 出席者  

（委 員）久保 惠一委員、清水 葉子委員、三浦 達浩委員、米村 美奈委員 

（事務局）松島保健福祉局次長 

保健福祉総務課：髙石課長 

     障害者福祉サービス課：布施課長 

 

４ 議 題  

（１）非常用自家発電設備の整備を行う事業者の適否について 

（２）重度障害者グループホーム等の整備を行う事業者の適否について 

 

５ 議事の要旨 

（１）非常用自家発電設備の整備を行う事業者の適否について 

  審査の結果、非常用自家発電設備整備を行う事業者として、「社会福祉法人 父

の樹会」、「社会福祉法人 清輝会」及び「社会福祉法人 斉信会」を「適格」と

した。 

なお、順位については下記のとおりである。 

 

順位 法人名 

1位 社会福祉法人 父の樹会 

2位 社会福祉法人 清輝会 

3位 社会福祉法人 斉信会 

 

（２）重度障害者グループホーム等の整備を行う事業者の適否について 

  審査の結果、障害者グループホームの整備を行う事業者として「社会福祉法人 

 りべるたす」を「適格」とした。 

なお、評価点は下記のとおりである。 

 

法人名 評価点 

社会福祉法人 りべるたす 51.5 

※配点合計は１２２点であり、評価点は、出席委員の採点点数の平均点である。 


